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平成２５年度 第１９回人事委員会会議結果 

 

１ 開催日時 

 

   平成２５年１１月２９日（金）午後１時３０分～４時 

 

２ 開催場所 

 

   人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階） 

 

３ 出席者 

 

【人事委員】 

  委 員 長    曽 我 紀 厚 

     委  員  中 原   都 

     委  員  荒 濱 健太郎 

 

【事務局職員】 

  事務局長  森 谷 邦 彦   次長兼任用課長  稲 田   将 

     給与課長  新 高 謙 一   係  長     遠 藤 公 亮 

     係  長  向 井 京 子   係  長     有 岡 博 己 

係  長  河 村   淳 

 

【傍聴者】   なし 

 

４ 議 題 

 

議案第１号 条例改正に対する本委員会の意見について 

             

     議案第２号 平成２５年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度（追加募集：畜産・建築・機械・

電気））の第１次試験合格者の決定について 

             

     議案第３号 選考により採用することができる職に係る承認について 

         

     報告第１号 平成２５年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ｂ）の採用候補者の決定について 

         

     報告第２号 平成２５年度鳥取県職員採用試験（高校卒業程度（警察事務））の採用候補者の

決定について  

         

     報告第３号 地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて 

         

     報告第４号 地方公務員法の一部を改正する法律の公布について 

 

５ 議事の公開・非公開 

 

   議案第１号及び第３号並びに報告第３号及び第４号を公開とし、議案第２号並びに報告第１号及



- 2 - 

 

 

び第２号を非公開とした。 

 

６ 議 事 

 

 １ 議案第１号 

   条例改正に対する本委員会の意見について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

 県議会から意見聴取のあった条例案について、以下のとおり回答しようとするもの。 

 

① 条例案の名称 
  議案第 11 号 職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部改正について 
  議案第 36 号 職員の給与に関する条例等の一部改正について 
 
② 条例案の概要 
(１) 議案第 11号関係 

ア 条例の改正理由 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「ＤＶ法」という。）の一部が

改正され、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及びその被害者がＤＶ法の適用対象に加え

られたことに伴い、特殊勤務手当の支給の対象業務を拡大する等の所要の改正を行う。 

＜参考／本委員会の意見について＞ 

 人事委員会への意見照会は地公法第５条第１項の「職員に関する事項」について行われるもの

であることから、本委員会が行う条例意見は、職員の特殊勤務手当に関する条例案の該当部分

に対して行うこととする。 

イ 条例案の概要 

(ア) 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正 

ａ 困難折衝等業務手当の支給対象業務に、生活の本拠を共にする交際相手から暴力を受けた

者からの相談等の業務を加える。 

    ｂ ＤＶ法の題名を引用する規定について、所要の規定の整理を行う。 

(イ) 鳥取県男女共同参画推進条例の一部改正 

ＤＶ法の題名を引用する規定について、所要の規定の整理を行う。 

(ウ) 鳥取県営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正 

    ａ 県営住宅に優先的に選考して入居させることができる者に、生活の本拠を共にする交際相

手から暴力を受けた者を加える。 

    ｂ ＤＶ法の題名を引用する規定について、所要の規定の整理を行う。 

(エ) 施行期日は、平成 26年１月３日とする。 

(２) 議案第 36号関係 

ア 条例の改正理由 

    人事委員会の「職員の給与に関する報告及び勧告並びに人事管理に関する報告」を踏まえ、及

び大規模災害からの復興に関する法律の施行に伴い、給料表の改定等の所要の改正を行う。 

イ 条例案の概要 

   (ア) 職員の給与に関する条例の一部改正 

    ａ 全給料表について、国の俸給表に準じた給料表に改める。 

    ｂ 55 歳を超える職員（行政職給料表５級及びこれに相当する職務の級以下の職員、医療職給

料表(１)の適用を受ける職員及び再任用職員を除く。）に対する給料、地域手当等の支給に

当たっては、その月額の 1.5 パーセントに相当する額を減ずる。 

    ｃ 災害派遣手当の支給対象に、復興計画の作成等のため本県の区域に派遣された関係行政機

関等の職員を加える。 

(イ) 任期付研究員の採用等に関する条例及び任期付職員の採用等に関する条例の一部改正 
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任期付研究員及び任期付職員の給料表について、国の俸給表に準じた給料表に改める。 

(ウ) 職員の育児休業等に関する条例、職員の勤務時間、休暇等に関する条例、県費負担教職員

の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の修学部分休業に関する条例の一部改正 

     (ア)ｂに伴う所要の規定の整備を行う。   

   (エ) 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正 

     (ア)ａに伴う所要の規定の整備を行う。 

   (オ)  施行期日等 

    ａ 施行期日は、公布日とする(ア)ｃに関する事項を除き、平成 26年４月１日とする。 

    ｂ 所要の経過措置を講ずる。 

 

③ 条例案に対する人事委員会の判断（案） 
(１) 議案第 11号関係  

ＤＶ法の適用対象が拡大されたことに伴い、現に特殊勤務手当を支給している同法に基づく他の

業務との均衡や困難性等を勘案し、当該適用対象の拡大に係る業務についても同様に当該手当の支

給ができるよう改正するものであり、異議はない。 

(２) 議案第 36号関係 

本年、本委員会が行った給与勧告に基づく部分については、勧告の内容どおりであり、妥当であ

る。また、災害派遣手当の規定の改正については、大規模災害からの復興に関する法律の施行によ

り災害派遣手当の支給対象が拡大されたことに伴う所要の改正であり、異議はない。 

 

【質 疑】 

委 員 

   給与条例はわかりにくい。 

事務局 

   常任委員会でも実際に職員の給料がいくらになるのかわかりにくいという指摘があった。 

事務局 

 職員には乗率を反映させた給料表が情報として示されている。 

   また、昇給通知書は実際に支給される額で通知される。 

委 員 

 職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例案に関し、改正前の職員の特殊勤務手

当に関する条例第３条第１項第２号の「要保護者」が削除されているがどういう趣旨か。 

事務局 

 改正後の第３条第１項第２号の「その他の措置を要する者」に含まれるという整理。 

委 員 

   ＤＶ法の一部改正に関して、適用対象者の拡大以外に何か変更になったところはあるか。 

事務局 

   ない。 

 

 ２ 議案第２号 

平成２５年度鳥取県職員採用試験（大学卒業程度（追加募集：畜産・建築・機械・電気））の第

１次試験合格者の決定について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。 

 

【説 明】 

① 実施結果 

職  種 

公告時採用

予定者数 

（A） 

採用予

定者数 

申込者数 

（B） 

第１次試験

受験者数 

(C) 

第１次

試験合

格者数 

受験率 

（C / B） 

受験 

競争率 

（C / A） 

 名程度 名程度 名 名 名 ％ 倍 

畜産 ２ ２ １９（ ５） １３（ ４） ７（ ３） ６８．４ ６．５ 
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建築 １ ２ １９（ ３） １６（ ３） ８（ ３） ８４．２ １６．０ 

機械 １ ２ ９（ １） ５（ １） ４（ １） ５５．６ ５．０ 

電気 １ １ ２４（ １） １８（ １） ３（ ０） ７５．０ １８．０ 

計 ５ ７ ７１（１０） ５２（ ９） ２２（ ７） ７３．２ １０．４ 

※表中の（ ）は女性の内数。採用予定者数は１１月２９日現在のもの。 

 

② 試験日程 

第
１
次
試
験 

試 験 日 １１月１０日（日） 

試 験 会 場 鳥取県庁第二庁舎４階会議室 

試 験 種 目 教養試験、専門試験、論文試験、適性検査 

合格者発表日 １２月２日（月）午後２時 

第
２
次
試
験 

試 験 日 １２月１８日（水）～２０日（金） 

試 験 会 場 県庁会議室 

試 験 種 目 人物試験（集団討論及び個別面接） 

採用候補者発表日 １月１０日（金）（予定） 

 

 ３ 議案第３号 

選考により採用することができる職に係る承認について、事務局が説明し、原案のとおり決定し

た。 

 

【説 明】 

職員の任用に関する規則第 19 条第２項の規定に基づく選考職の承認について、鳥取県教育委員会か

ら以下のとおり申請があり、適当と認められるので申請のとおり承認しようとするもの。 

 

① 申請のあった職 

文化財主事（任期付職員） 

 

② 採用予定者数 

２名程度 

 

③ 採用予定日 

平成 26年４月１日 

 

④ 申請理由 

埋蔵文化財の発掘調査業務については、その業務の専門性・特殊性から、高度の専門的知識・経験、

職務遂行能力が求められる。 

そのため、その者が業務に必要な専門的な知識・経験を有しているか、それらの知識・経験を業務

に活用できるかどうかといった点に着目し、専門試験、論文試験、実技試験及び人物試験により総合

的に評価する必要がある。 

 

⑤ 選定方法 

  教育委員会において採用候補者選考試験を実施。 

(１) 試験内容 

・専門試験：文化財主事に必要な専門的知識についての筆記試験（多肢選択式） 

・論文試験：公務員として必要な識見、思考力、表現力などの能力についての筆記試験 

・実技試験：土器の実測に関する実技試験 

・人物試験：個別面接による人物及び専門的知識についての口述試験 

 (２) 受験資格 

   次のいずれかに該当する人 
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・大学又は大学院で考古学又は歴史学を専攻して卒業（修了）した人又は平成 26年３月 31 日ま

でに卒業（修了）見込みの人 

・大学又は大学院を卒業（修了）したのち、発掘調査員に相当する職に６か月以上従事した経験

のある人（ただし、発掘調査補助員及び発掘作業員を除く。） 

   ※年齢要件なし 

 

⑥ 人事委員会の判断 

上記の職は、「常に選考によるものとするが、実施に当たりあらかじめ人事委員会の承認を要する

もの」として整理されている職であり、また選定方法も適当であると判断する。 

 

 ４ 報告第１号 

   平成２５年度鳥取県警察官採用試験（警察官Ｂ）の採用候補者の決定について、事務局が説明

した。 

 

【説 明】 

 鳥取県警察本部において、採用候補者が決定され、１１月２９日（金）に発表される。その結果は以

下のとおりであったので報告するもの。 

 

① 実施結果 

試験区分 

公告時

採用予

定者数 

採用予

定者数 

申込者数 第１次試験 

受験者数 

（Ａ） 

第１次試験 

合格者数 

第２次試験 

受験者数 

採用 

候補者数 

（Ｂ） 

受験 

競争率 

（Ａ/Ｂ） 

 名程度 名程度 名 名 名 名 名 倍 

警察官（男性） ２０ ２６ １２０ １０７ ７１ ６５ ２６ ４．１ 

警察官（女性） ３ ５ ２４ ２０ １２ １２ ５ ４．０ 

合 計 ２３ ３１ １４４ １２７ ８３ ７７ ３１ ４．１ 

※「公告時採用予定者数」は募集時点、「採用予定者数」は採用候補者発表時点のもの。 

 

② 試験日程 

第
１
次
試
験 

試 験 日 ９月２２日（日） 

試 験 会 場 
【鳥取会場】鳥取大学共通教育棟 

【米子会場】米子コンベンションセンター会議室 

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、適性検査 

合格者発表日 １０月９日（水） 

第
２
次
試
験 

試 験 日 １１月５日（火）、６日（水） 

試 験 会 場 県警察本部庁舎会議室、県庁第二庁舎会議室、県警察学校 

試 験 種 目 人物試験（個別面接）、作文試験、適性検査、身体検査、体力検査 

採用候補者発表日 １１月２９日（金） 

  ※第２次試験は警察本部に委任して実施。 

 

 ５ 報告第２号 

   平成２５年度鳥取県職員採用試験（高校卒業程度（警察事務））の採用候補者の決定について、

事務局が説明した。 

 

【説 明】 

鳥取県警察本部において、採用候補者が決定され、１１月２９日（金）に発表される。その結果は以

下のとおりであったので報告するもの。 

 

① 実施結果 



- 6 - 

 

 

職   種 

公告時

採用予

定者数 

採用予

定者数 

申込者数 第１次試験 

受験者数 

（Ａ） 

第１次試験 

合格者数 

第２次試験 

受験者数 

採用 

候補者数 

（Ｂ） 

受験 

競争率 

（Ａ/Ｂ） 

 名程度 名程度 名 名 名 名 名 倍 

警察事務 ２ ４ ９３（ ４７） ６４（ ３３） １０（ ４） ６（ ３） ４（ １） １６．０ 

※表中の（ ）は女性の内数。 

※「公告時採用予定者数」は募集時点、「採用予定者数」は採用候補者発表時点のもの。 

 

② 試験日程 

第
１
次
試
験 

試 験 日 ９月２９日（日） 

試 験 会 場 
【鳥取会場】鳥取大学共通教育棟 

【米子会場】鳥取大学医学部講義・実習棟 

試 験 種 目 教養試験（多肢選択式）、適性検査 

合格者発表日 １０月９日（水） 

第
２
次
試
験 

試 験 日 １１月１日（金） 

試 験 会 場 県警察本部庁舎会議室 

試 験 種 目 人物試験（個別面接）、作文試験、身体検査 

採用候補者発表日 １１月２９日（金） 

  ※第２次試験は警察本部に委任して実施。 

 

 ６ 報告第３号 

   「地方公務員の給与改定等に関する取扱いについて」（平成２５年１１月１５日付け総務副大

臣通知）について、事務局が説明した。 

 

【説 明】 
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 ７ 報告第４号 

   「地方公務員法の一部を改正する法律の公布について（通知）」（平成２５年１１月２２日付

け総務大臣通知）について、事務局が説明した。 

 

【説 明】 
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７ 次回の人事委員会の開催 

 

   平成２５年１２月２０日（金）午後４時から開催することとした。 


